
提出する証明書の具体例（①～②）

原産地：ロシア
貨物の流れ

提出書類：ロシア連邦漁業庁が発給した証明書の原本

例①：ロシアから直接輸入 ロシア連邦漁業庁

ロシア 日本

例②：韓国を経由

原産地：ロシア
ロシア貨物の流れ

提出書類：ロシア連邦漁業庁が発給した証明書の原本
＜発給が受けられない場合＞
船積地域（韓国）の政府その他の公的機関（大韓商工会議所）が発給した原産地証明書の原本

韓国

大韓商工会議所

原産地証明書

日本

ロシア連邦漁業庁

通関時確認で提出する証明書確認フロー図

ロシア

ロシア連邦漁
業庁が発給し
た証明書の
原本

ロシアを除く国又は地域 （※）

別表に掲げる発給機
関及び様式の証明
書の原本
（別表とは「輸入注意事項26
第33号」の別表のこと）

YESNO

船積地域の政府その他
の公的機関が発給した
原産地証明書の原本
（原産地証明書とは、「原産地
を証明する書類」のこと）

船積地域はどこか？

ロシア

別表に掲げる
地域以外

別表に掲げる地域
（カナダ、中国、グリーンランド、

ノルウェー、アメリカ）

（※）外国為替及び外国貿易法における附属の島に関する命令において、当分の間、附属の島から除いた地域については、その置かれた実状を踏まえ、
本確認の目的を達成するのに必要な限りのものとして、ロシア連邦漁業庁が発給した証明書の原本でやむを得ないこととする。

ロシアを除く国又は地域

原産地＝船積地域

原産地はどこか？

ロシア連邦漁
業庁が発給し
た証明書の
原本

ロシア連邦漁業庁の証
明書の発給が受けられ
ない場合代えることが
できる

証明書

（船積地域）

（船積地域）

証明書

発給が受けら
れない場合


	スライド番号 1

